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止まれ

  自転車のこと，
　　　 知ってほしい。も とっ

自転車は車の仲間

夜は目立とう

乗り方上手の秘訣

自転車はクルマの仲間（軽車両）です。

車にふさわしいルール・マナーを守る

ことが求められます。

暗くなったら，ライトをつけよう。

光って目立てば，安全・安心です。

カーブミラーや一時停止の標識などに

気をつけると，ぐっと上手な自転車乗り

になれます。

※８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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京都市

～みんなにやさしい
　　  　　　サイクルＰＬＡＮ～



「世界トップレベルの自転車共存都市」を目指して
だれもが安心して心地よく行き交うことができるまち京都

京都が目指すこと，それはなによりも歩く人の安全を守ることです。
自転車は便利で手軽な乗物ですが，今現在の無秩序な使われ方を改めていくことが必要です。
だれもが安心して心地よく歩くことができるよう，「歩道は歩く人のもの」を再認識し，道路の使い方を変えていきます。

●京都は自転車利用が多い

●歩く人と自転車の事故の増加

●自転車は「車両」と再認識する流れ

●自転車のマナー改善の必要性
自転車は便利ですが使い方次第でクルマにも
歩行者にも迷惑がかかります。市民アンケート
では自転車の使い方への不満が寄せられています。

転車の「みえる化」とは・・・

自転車の走る場所がみえる
観光地を自転車で
　　　楽しくまわれる

自転車関連事故の2/3はルール違反があるといわれていて，事故を防ぐためには
正しいルールを実践すること，そして正しいルールを実践できるまちの環境整備が求められます。
そのために，京都市では自転車の「みえる化」を進めていきます。　

自転車の秩序ある走行に向けて 自転車の「みえる化」を進めます

近年，交通事故件数が減る一方，歩く人と自転車の
事故は増加しています。また，自転車事故による高
額賠償事例も増えており，早急に対策が必要です。

自転車は「軽車両」，クルマの仲間である
ことが改めて示されています。

京都市は通勤通学での自転車利用の分担率が
政令指定都市中２位と高い利用割合です。

どこをどう見直すの？ なにをしていくの？

自　

つの自転車施策の方向性５　

情報を得ることができる

ルール・マナーを正しく
　　　理解できる

京　都と自転車
♥

①自転車走行環境の「みえる化」

②ルール・マナーの「みえる化」

③自転車駐輪環境の「みえる化」

④自転車観光の「みえる化」

⑤自転車関連施策の「みえる化」
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転車の走行ネットワークをつくる自

線的な整備ではなく
面的な環境整備を実施します。

●目指すイメージ像

●どうやって整備するか

幹線道路

自転車走行推奨帯　  
を中心とした整備

※１

細街路

路面表示（ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ）      
等を中心とした整備

※２

●左側通行を徹底するとともに，まちを自転車で走るだけで
　自然と正しく安全な走行ができる環境づくりを進めます。

●自転車の走行ネットワークを構築するために，ガイドラインを策定し
　生活・事故・観光等の観点からみて優先すべきエリアから整備していきます。

●整備イメージ（国内事例）

●３つの重点地区

１．ひとの集う場所を中心とした面的なネットワーク整備を
　  図ります。
２．自転車事故の発生箇所など対策が必要な箇所について，
      部分的整備（スポット対策）を図ります。

●整備方針

※１：車道の左側端に自転車が走行する位置を明示したもののこと。　　
※２：国籍・言語を越えてだれでも情報がわかる絵文字（サイン）のこと。

左側通行の徹底
①自転車走行環境の「みえる化」の方向性

●学校

●警察

●企業

●行政

●地域

ＰＰ
桂
川

伏見区

山科区科

左京区北区

右京区

西京区

下京下 区京

上京区京京

東山区東 区東
千代原口交差点千代原口交差点千代原口交差点

名神高速道京都南インター
第１出口合流部交差点

名神高速道京都南インター
第１出口合流部交差点

名神高速道京都南インター
第１出口合流部交差点

円町交差点円町交差点円町交差点

堀川今出川交差点堀川今出川交差点堀川今出川交差点

堀川御池交差点堀川御池交差点堀川御池交差点

五条大宮交差点五条大宮交差点五条大宮交差点

堀川塩小路交差点堀川塩小路交差点堀川塩小路交差点

東山五条交差点東山五条交差点東山五条交差点

西院地区西院地区
都心部地区都心部地区

らくなん進都地区

：世界文化遺産：世界文化遺産：世界文化遺産
：重点地区：重点地区：重点地区 ：交通事故多発交差点

( 平成 25 年 )
：交通事故多発交差点
( 平成 25 年 )
：交通事故多発交差点
( 平成 25 年 )

※実線：交通事故多発路線，破線：上記路線以外の路線

自転車交通量 ( 台 )
：5001 ～
：3001 ～ 5000
：1001 ～ 3000

凡　例
：   501 ～ 1000
：　      ～ 500
：交通量不明
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なにをしていくの？ なにをしていくの？

止まれ

●事故対策（安心）

●事故予防（安全）

●ルール・マナーを知るだけでなく，「何が危険か」をきちんとわかることで，
　自分と相手の命を守るために遵守する意識づくりをします。

●万一の自転車事故に備え，自転車向け保険への加入の義務化をすすめます。

●これまで行政や民間で散発的に行われてきた啓発を，子どもからお年寄りまで
　を対象に生涯学習的なプログラムで継続的・効果的に広めていきます。

知る＋みえる（わかる）＝守る　そして備える
②ルール・マナーの「みえる化」の方向性

知る みえる
（わかる） 守る

備える

６W１H　　の考え方で年齢や時どきにあった啓発・教育を実施します。

●生涯学習的なプログラムの構築

●自転車の交通安全教育の指導者の育成

ルール・マナーの教育の
適切な機会の提供

ルール・マナーの内容の
理解と納得 まちなかでの実践

自転車向け保険加入の義務化

※３ ５Ｗ１Ｈ［who（だれが）, what（何を）, when（いつ）,where（どこで）,why（なぜ）,how（どのように)]にwhom(だれに）を加えたもの。

※３ 

（自転車安全利用推進企業制度　　の創設）
●警察や地域・企業等との連携・協力

※４ 

●京都サイクルパス制度（仮称）の創設

保険

※４ 従業員への交通安全教育等を通じ，自転車の
安全利用に積極的に取り組む企業等を募る制度。

自転車安全利用教育の受講者に駐輪場の割引などの
特典を設け，受講意欲・安全への意識を高める制度。

●場所の特性に応じた放置自転車対策や，更なる駐輪場の設置，既存駐輪場
　の設備や環境を見直し，利用したくなる駐輪場への改善を目指します。
●適切な情報提供や案内誘導を行うことで駐輪場の
　利用を促します。

●京都の自転車観光をけん引してきた民間事業
　者同士の連携を図り，より観光客が利用しやす
　いレンタサイクルを目指します。

●病気の予防対策としての連携の検討
●交通弱者への移動支援としての活用の検討
●自動車から自転車への転換による環境負荷
　の軽減策の検討
●三輪自転車，タンデム自転車　，貨物自転車
　など多様な移動手段への対応

●市街地のほとんど　　を撤去強化区域とします。

※５ 市街化区域における第１種低層住居専用地域，第２種低層住居専用地域を除く
　　 用途地域(都市における住居，商業，工業などの土地利用における区分のこと）。

※６  サドルとペダルが二つずつ備わった二人乗り用の自転車。　

※６  

※５

が危険かの「みえる化」何

量から質へ
③自転車駐輪環境の「みえる化」の方向性

民間ビジネスとの連携
④自転車観光の「みえる化」の方向性

関連施策との積極的な連携
⑤自転車関連施策の「みえる化」の方向性

●学校●学校●学校

●警察●警察●警察

●企業●企業●企業

Ｐ

●行政●行政●行政

●地域●地域●地域

千代原口交差点

名神高速道京都南インター
第１出口合流部交差点

円町交差点

堀川今出川交差点

堀川御池交差点

五条大宮交差点

堀川塩小路交差点

東山五条交差点

：世界文化遺産
：重点地区 ：交通事故多発交差点

( 平成 25 年 )

自転車事故をひも解いていくと，普段自転車
に乗りながらなにげなくしてしまっていること
が，事故の引き金になっていることが明らか
になってきました。
京都市では，警察との協力のもと，
過去の事故データから得られる
「まちなかを自転車で走る際に気
をつけなければならないこと」を
広く市民のみなさんにお伝えして
いきます。
　

なぜ車道左側通行が安全なのか？

Ｑ．車道左側通行はクルマが近くて事故にあいそう・・・

Ｑ．右側通行のどこが危ないの？

Ａ.右側通行をしている自転車は
クルマのドライバーから自転車
の姿がみえません(右図）。
当然，自転車からもクルマは
みえていません。
お互いの姿がみえない状況は
事故のもとになります。
見通しの悪い細街路では
一時停止を心がけ，左側通行
をしましょう。

Ａ．実はそうではありません。
正しく車道左側通行をして
いながら事故となった件数
は平成23年の全自転車事故
144,018件のうち約１％の
1,578件にとどまっています。

・無灯火がどれぐらい危ないか

など……

・危険走行のメカニズム　

・自転車事故の２／３はルール違反あり

・歩道走行と車道走行どちらが「安全」？

自転車が
１台来てるな
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京都

自転車

基本の８ヶ条
ちょっとの心がけで

きっと，もっと，

自転車は楽しくなる。

意思の疎通が肝心

本当の安全のために京流押し歩き

自転車は車道左側通行が原則

自転車は車道を走りましょう。

なんといっても，「車の道」なのですから。

（歩道を通るのが許されている場合でも ,  
                                     徐行（大人の早足程度）で。）

クルマの仲間である自転車は，左側通行

が原則です。クルマと同じ方向を向いて

走ることが基本になります。

歩道は歩行者優先です。

人通りの多いところは自転車の押し歩き。

これぞ京都のおもてなしです。

まわりの様子をよくみて，身振り手振り

でお互いの行動を伝えましょう。

ルールを覚えることは大切です。

でも，一番大切なのは実践すること，

そして，お互いを思いやることです。

平成26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年

※７　駐車場整備を必要とする特定のエリアを対象に，維持管理費なども含む
            これまで以上に手厚い助成金を交付することで駐輪場整備を誘導する制度。

※８　特定用途・一定規模以上の施設設置者に施設利用者のための駐輪場整備
            を課す制度。

 見直し 東京オリンピック
  パラリンピック

  年次
メニュー 次期総合

計画策定

◆次期総合計画策定までの工程（抜粋）
【注】取組内容や工程は，京都市会の審議及び予算の状況により，変更の可能性があります。

　　走行実態実態の把握

　走行環境の整備の実施整備の実施

左側通行

●指導者の育成・登録
●常設のサイクルセンター（講習施設）の設置の検討

●自転車安全利用推進企業制度（制度の周知と充実）

調査・検討

関係機関との調整・対策等（路上駐車対策・荷捌き・バス等）

実態調査
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 面的な
  走行
環境整備

　　　　ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
　　の策定　　の策定

■左側通行の周知側通行の周知

■

■

■

■

■

左側通行の側通行の
　　周知・徹底　　周知・徹底
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備える

新たな自転車安全利用教育新たな自転車安全利用教育
　　　　　　　　　　プログラムの構築　　　　　　　　　　プログラムの構築

新たな自転車安全利用新たな自転車安全利用
教育プログラムの実施　教育プログラムの実施　

京都サイクルパス制度
（仮称）の創設(世代に合わせたルール・マナー教育の実施）(世代に合わせたルール・マナー教育の実施）

 知る
　＋
みえる
わかる

 守る

(    　)=

放置自転車及び及び駐輪場の利用状況の把握

情報発信

駐輪場
の設置

自転車観光の
「みえる化」

自転車関連施策の
   「みえる化」

実態調査

民間事業者との連携・協力等

総合政策条例
　 の制定

子どもや障がい者が自転車と触れ合える場づくり

既存サイトの見直し・発信方法の検討

駐輪場の利用促進

放置自転車の撤去置自転車の撤去

駐輪場の整備駐輪場の整備駐輪場の整備

自転車利用に関する案内等の情報発信

自転車総合情報サイトの運用

自
転
車
駐
輪
環
境
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駐輪場の
有効活用

これまでの取組を活かした啓発の実施これまでの取組を活かした啓発の実施

周知方法の検討・実施周知方法の検討・実施

●重点地区での整備⇒順次，都心部地区より整備●重点地区での整備⇒順次，都心部地区より整備●重点地区での整備⇒順次，都心部地区より整備

●自転車向け保険加入の義務化●自転車向け保険加入の義務化●自転車向け保険加入の義務化 ●保険加入の進捗状況によっては
　実効性の高い方法の導入を検討
●保険加入の進捗状況によっては
　実効性の高い方法の導入を検討
●保険加入の進捗状況によっては
　実効性の高い方法の導入を検討

●撤去強化区域の拡大●撤去強化区域の拡大●撤去強化区域の拡大

だれでも「わかる」走行環境の整備（安全・安心への環境整備）だれでも「わかる」走行環境の整備（安全・安心への環境整備）だれでも「わかる」走行環境の整備（安全・安心への環境整備）

●検討部会の開催
●実証実験
●検討部会の開催
●実証実験
●検討部会の開催
●実証実験

●市バスの車体を活用した啓発
●大学生向けに左側通行の周知
●市バスの車体を活用した啓発
●大学生向けに左側通行の周知
●市バスの車体を活用した啓発
●大学生向けに左側通行の周知

●特定地区における民間駐輪場誘致補助制度　　の導入
●付置義務        の見直し
●特定地区における民間駐輪場誘致補助制度　　の導入
●付置義務        の見直し
●特定地区における民間駐輪場誘致補助制度　　の導入
●付置義務        の見直し※８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※７※７※７

■ ■
■

自転車の安全利用意識の向上■

■

■

■

■

■

■

■
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